
B病院

地方厚生（支）局

A大学で以前から実施して
いる先進医療Pを外部委
託する前提で申請したい

厚生労働省

この技術は外部委託可。
委託側の施設基準は…

検体の管理・輸送方法等は…

先進医療
専門家会議

先進医療P
（外部委託可）

外部委託による実施を前提とした既評価技術に係る届出（先進医療Pの例）

既評価技術(外部委託可）に係る施設基準に適合する旨の届出 （B病院の場合）

A大学病院

通常の既評価技術に
準じた届出

先進医療P（外部委託可）の
実施医療機関

○ A大学病院
○ B病院（外部委託）
○ ・・・
○ ・・・

厚生労働省HPに掲載（イメージ）

【以下について確認】
●B病院は先進医療Pに係る外部委
託の施設基準を満たしている
（遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実施体制等）

●A病院は先進医療実施機関であり
かつ検査受託について了承済み

※費用負担
は合議

施設基準
の告示

厚労省
に送付

受
理

B病院

新規技術に
準じた届出

送付

A大学病院
（先進医療Pの実施機関）

受託可能

連携

検体の管理・輸送の
方法等について、
予め文書にて確認

連携

B病院は改めて
実施施設として届出

地方厚生（支）局
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